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　滋賀県製麺工業協同組合（理事長 冨江彦仁 氏）では、
組合が開発したオリジナル麺「近江生パスタ　湖国そだち」
をＰＲするため、これまで県内各地のシェフとコラボしてキャ
ンペーンを実施してこられました。第4回目となる今回は、
甲賀市内２店舗のシェフに生パスタのもちもち感や弾力の
ある食感を活かしたオリジナルメニューを開発してもらい、
１カ月半に渡り店舗で提供していただきました。10月８日
㈮には、このコラボフェアの一環として生パスタの提供にご
協力いただいている甲賀市「ラ・マンチャ」にて試食会が
開催されました。試食会には、甲賀市の岩永市長も参加し、
オーナーシェフ北川氏が調理したオリジナルメニューを試
食されました。組合では、この「近江生パスタ　湖国そだち」
を組合産ブランド麺として近江牛や近江米のように滋賀を
代表する産品になってほしいと、その魅力の発信と認知度
向上に取り組んでおられます。

　湖東繊維工業協同組合（理事長　大橋富美夫 氏）では、
近江の麻、近江ちぢみを発信する産地ショップ麻香　近江
八幡店にて「近江の麻×松阪もめんコラボレーション製品
展示販売会」を10月20日㈬から11月21日㈰までの１カ月間
開催されました。これは、三重県の松阪もめんセンターと
2015年以来２度目となるコラボイベントで、同じ天然素材
の松阪もめんと近江の麻をコラボさせた製品を展示販売す
ることで、地場産品のブランド力やショップの発信力を高め
ることを目的とされています。展示販売会では、経糸に松
阪もめん、緯糸に近江の麻を織り込んだ手織りストールが
コラボ作品として登場し限定販売されました。組合では今
後、この産地ショップの充実を図るとともにホームページ
にECサイトを立ち上げ、さらなる販路拡大を目指される予
定です。詳しくは組合ホームページをご覧
ください。
https://www.kotosen.com/

（ECサイトは12月中旬から販売開始予定）

試食会に参加された甲賀市 岩永市長

近江生パスタを使用したオリジナルメニュー

松阪もめんとのコラボストール

産地ショップ麻香

～地域経済活性化事業補助金　活用事例～

滋賀県製麺工業協同組合
組合の共同販売事業の強化を目指した事例を紹介します。

湖東繊維工業協同組合

滋賀県産小麦を使用した組合ブランド麺
販路開拓のためのPR事業

ブランド力強化と販路の拡大
組合産地ショップの運用



　滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合（理事長　前川為
夫 氏）では、10月26日㈫彦根市・双葉荘において「地産
地消　滋賀県内の食材・食品・飲料とのペアリングを研
究する事業」を開催されました。この取り組みは、滋賀県
内における食材・食品と飲料のペアリングを行い、地産地
消を進め、地域内食材の利用促進を通じて宿泊施設の魅
力を高めることを目的として実施されました。当日は、近江
の地酒４種類とビワマスの燻製など県内の食材を使用した
料理４種類が用意され、専門家の指導のもと、それぞれの
個性を活かすペアリングが行われ、参加者の専門知識が大
いに深まる機会となりました。新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により、宿泊業界は大変厳しい状況にあります
が、組合ではそれぞれの宿泊施設の付加価値につながるよ
うな取り組みを積極的に進めることで、新たなコースや宿
泊プランなど魅力の創出につなげていく方針です。

　赤帽滋賀県軽自動車運送協同組合（理事長　川井博義 
氏）では、９月26日㈰湖南市・イオンタウン湖南において、
赤帽事業相談室を開催されました。このイベントは、赤帽
による引っ越し業務の営業と、新規組合員の獲得を目的と
して実施されたものです。
　イベントでは、多くの方にお越しいただくためe-radio 
FM滋賀によるラジオCMが行われたほか、湖南地域での
消費喚起につなげようとフリーペーパーに広告掲載も行わ
れました。当日は、ショッピングセンターの出入り口で赤
帽グッズの配布も行われ、相談会は大変盛況となりました。
組合では、こうしたイベントをきっかけに栗東・湖南・野
洲地域の企業に勤務する単身赴任者の引っ越し業務の受
注を掘り起こすとともに、大きな設備投資を必要としない
赤帽事業の新規開業者の増加につなげたい意向です。相
談会は好評であったため、今後大津、守山などにおいても
開催される予定です。

研修の様子

研修内容の記録

赤帽グッズの配布

特設ブースでの相談会

第４回

滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合
研修事業による組合員の経営力強化を目指した事例を紹介します。

共同受注と新規組合員の確保を目指した事例を紹介します。

赤帽滋賀県軽自動車運送協同組合

優れた県産品のペアリング
滋賀県食材による宿泊施設の魅力向上

新たな受注確保と組合員の加入勧奨に向けて
ショッピングセンターで相談会の開催
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Q「中小企業しが」の記事でよくご覧いただくも
のはどれですか。（複数回答可）
　回答数の多かったものを上位から順に５つ紹介
します。

１：�中央会つうしん（中央会が行う事業の案内
や報告）

２：�税理士の山本先生による組合税務相談室（組
合税務に関する情報提供）

３：組合訪問レポート（会員組合の紹介）
４：業界et�cetera（各組合の事業・活動紹介）
５：�中央会事務局だより（中央会の職員紹介や
職員の担当事業紹介）

Q「中小企業しが」で今後、取り上げて欲しいテー
マや内容があれば教えてください。（自由記述）

Ａ１：コロナ禍における各組合の取り組み事例
Ａ２：各種補助金の活用事例

⇒�中央会では、新型コロナウイルス感染拡大に
より事業の縮小や自粛、セミナー・講習会や
イベント等の活動機会を失った組合を応援する
ため、令和２年度から通算３回、「地域経済活
性化事業補助金事業」を実施して参りました。
　�ご活用いただいている各組合の取り組み事例
につきましては「中小企業しが」で毎号、紹
介しておりますので是非ご覧ください。

Ａ３：県等の補助金の案内

⇒�特に新型コロナウイルス感染症に関する補助
金については、積極的に案内して参りました。
ただ、機関誌は月１回の発行となりますので、
中央会のメールマガジンと併せてご確認いただ
くことをお勧めします。
＊�メールマガジンの配信を希望される方は中央会
ホームページからお申込みいただけます。

「中小企業しが」に関するアンケート調査　結果報告
　令和３年９月に実施いたしました本誌「中小企業しが」に関するアンケート調査には、多くの皆さまに
ご協力をいただき誠にありがとうございました。
　アンケート調査の結果につきましては、お伝えしやすいよう編集を加えた形で下記のとおり報告いた
します。（調査票252部の送付に対し70の回答を得ました。回答率28％）

https://chuokai-shiga.or.jp/
newsletter/

Ａ４：�各組合の共同事業、特に収益につながり
そうな事例紹介

⇒�「中小企業しが」業界et�ceteraのコーナー
で、各組合の事業及び活動紹介を行っていま
す。特徴ある共同事業や収益に資するような
事例の紹介に今後も努めて参ります。

Q「中小企業しが」をホームページからご覧い
ただいたことはありますか？

・見たことがある� 31％
・見たことはない� 35％
・知らなかった� 34％

⇒「中小企業しが」は、中央会のホームページか
らデジタルブックとしてご覧いただけます。バッ
クナンバーも閲覧できますので、ご覧いただい
たことがない方は是非、この機会に一度ご確認
ください。
https://chuokai-shiga.or.jp/bulletin/

　今回のアンケート調査につきましては、「中小企
業しが」９月号に同封する形で皆さまにお送りしま
したが、多数の組合から調査票の提出をいただきま
したこと重ねて御礼申し上げます。今回の誌面で紹
介できなかったご意見につきましても、今後の誌面
づくりに反映し、適切な情報提供に努めて参ります
ので今後とも「中小企業しが」をどうぞよろしくお
願い致します。
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滋賀県中小企業青年中央会からのお知らせ

お仕事体験・学習オンラインイベント　しがワークランド2021開催

業界PRイベント「びわこフェスタ」（令和元年度）

組合員の仕事が体験できる組み立て式VRゴーグル（令和２年度）

　滋賀県中小企業青年中央会（会長　吉川康徳 
氏）では、令和３年12月１日㈬から令和４年１月
11日㈫まで「お仕事体験・学習オンラインイベント　
しがワークランド2021」を開催されることとなりまし
た。青年中央会では、これまで集合型のイベントで
積極的に業界PRを行ってこられましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大を機に令和２年は「仕事体
験ＶＲ動画」を制作し、非接触で業界のＰＲを行う
事業を実施されました。今回のオンラインイベント
はその延長で、ニューノーマルな社会を見据え、子
ども達に県内の業界とその仕事内容を楽しみながら
体験してもらうことを目的とされています。
　オンラインイベントは、モノづくりを通じて業界の
仕事を疑似体験できる「制作体験授業」やクイズ
で業界を知る「オンライン授業」に、昨年制作した「仕
事体験ＶＲ動画」を併せて視聴していただくことで、
より業界の理解が深まる内容となっています。いず
れも親子で参加して楽しみながら学びにつなげてい
ただけます。
　オンラインイベントの詳細につき
ましては、滋賀県中小企業団体中
央会ホームページをご確認ください。
➡https://chuokai-shiga.or.jp/

２．製作体験授業（録画配信）
※製作キットの事前送付、人数制限有

・たぬきの色塗り体験
（信楽陶器工業（協）青年部会）

・銅板レリーフ製作体験
（滋賀県板金（工）青年部）

・ネームプレート製作体験
（滋賀県広告美術（協）青年部会）

１．オープニング動画
・開会挨拶（吉川会長） 取組みの目的
・応援メッセージ（三日月知事）（予定）子供達に対して

５．記念品
・完成品や動画を見ていただいている様子の写真を送ってもらい記念品を配布

期間：令和３年１２月１日（水）～令和４年１月１１日（火）

令和３年度

３．オンライン授業
（録画配信）

・トラック業界のクイズ
（滋賀県トラック青年協議会）

・献血の啓発
（日本赤十字社滋賀県支部）

お仕事体験・学習オンラインイベント　しがわーくランド２０２１開催

４．仕事体験VR動画

・信楽焼製作体験
（信楽陶器工業（協）青年部会）

・バルブ製作体験
（滋賀バルブ（協）青年部）

・瓦工事体験
（滋賀県瓦工事（協）青年部）

・看板取り付け、点検体験
（滋賀県広告美術（協）青年部会）

・トラック運転体験
（滋賀県トラック青年協議会）
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中小企業団体情報連絡員会議　開催

外国人技能実習制度適正化講習会　開催

オンライン配信の様子

ハイブリット形式で実施

講師　前田学 氏

講師　河原進吾 氏

　中央会では、９月29日㈬、オンラインにより、令
和３年度「情報連絡員会議」を開催しました。本
会議は、中小企業月次景況調査にて、各業界の景
況状況を毎月報告いただいている情報連絡員の方
に参加いただき実施しているもので、今年度は、近
畿財務局　大津財務事務所　財務課長　前田学 
氏を講師にお迎えし、「滋賀県内経済情勢について」
をテーマにご講演いただきました。講演では、滋賀
県における製造品出荷額、個人消費の傾向、生産
活動や、雇用情勢、設備投資などの数値が紹介さ
れたのち、滋賀県はインバウンドの影響がもともと
少ないことに加え、県外で買い物をしていた消費者
が県内で消費するようになったため、近畿圏内でも
他県と違った景況状況となっていることなどが紹介
されました。その後、業種別の県内景況が各情報連
絡員から報告され、参加された皆さまにとって、今
後の組合運営において参考となる会合となりました。

　中央会では、10月29日㈮、草津市・クサツエス
トピアホテルにおいて、ハイブリット形式により「外
国人技能実習制度適正化講習会」を開催しました。
本講習会は、外国人技能実習生の受入を行う組合
に対し、監理団体として対応すべき事項等の情報提
供を目的に実施しているもので、令和3年度第1回
目となる今回は、滋賀県外国人材受入サポートセン
ター 専門アドバイザー・行政書士 河原進吾 氏を
講師にお迎えし、「技能実習制度運用要領の改正内
容等について」をテーマに講演いただきました。
　講演では、技能実習制度運用要領における令和
３年４月及び８月に改正点について、労働関係法令
の明記、入国後講習の施設確保、宿泊施設の確保、
帰国の旅費負担、送出機関との契約、私生活の自
由の制限等の解説が行われ、技能実習要領変更点
の解釈についても説明が行われたことから、監理団
体の運営に参考となる講習会となりました。
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審査会の様子

補助金の活用事例は機関誌で紹介しております

　中央会では、10月８日㈮、令和３年度　地域経
済活性化事業補助金　第２次募集に係る審査会を
開催いたしました。この補助金は、コロナ禍で厳し
い経営状況にある中小企業・小規模事業者を組合
を通じて支援することで組織的な地域経済の活性化
推進を目的としており、５月14日㈮に締め切られた
第１次募集に続き、県の補助事業として公募された
ものです。
　審査会は、外部の専門家などを審査委員に迎え
て開催され、32組合から提出された40事業、全て
の申請書の確認が行われました。第１次募集同様、
多くの組合から応募をいただいた結果、予算額を上
回る申請となり交付決定額の調整等が行われました
が、効果的に事業が実施できるよう各担当者が引き
続きお手伝いさせていただきます。中央会では、今
後も県内組合向け支援の充実に向けて鋭意取り組
んで参ります。組合様の各担当者がご相談をお伺い
しますので、まずはご連絡ください。

ものづくり支援室だより　第16回
令和３年度　ものづくり補助金成果事例集について

　ものづくり支援室では、「ものづくり補助事業の活動・成果」について、以下の15事例を掲載した成果
事例集を制作致しました。県内事業者による“ものづくり補助金事業”での活動・成果をご覧いただき、今
後のものづくり補助金の申請、そしてビジネスマッチングなどにご活用いただければ幸いです。

※�上記の具体的な成果内容については、『滋賀県中央会ホームページ（http://www.chuokai-shiga.
or.jp/）』に掲載しておりますのでご確認ください。
また、全国の成果事例として『公式HPものづくり補
助事業関連サイト（https://www.monodukuri-
hojo.jp/）』にも掲載されます。あわせてご確認いた
だきますようよろしくお願いいたします。

滋賀県中小企業団体中央会　ものづくり支援室
TEL：077-510-0890
受付時間／9：00～17：00（土日祝日を除く）

○お問合せ○

地域経済活性化事業補助金審査会　開催

採択年度 事業実施場所 事　業　者　名 事　業　計　画　名
26補 蒲生郡日野町 株式会社三鈴 電気部品の小型化・軽量化に寄与する超薄型高性能平角線の開発
26補 甲賀市 株式会社山本園 朝宮産煎茶を利用したスイーツの製造体制の構築
26補 長浜市 株式会社伊吹機械 サーボプレスを活用した、競争力のあるプレス金型製造技術の確立事業�　　　
26補 甲賀市 大阪ウェルディング工業株式会社 研磨レス加工技術の確立による大型ポンプ軸の量産体制構築�
26補 甲賀市 美冨久酒造株式会社 新型醪圧搾機導入による小量仕込高付加価値酒の試作開発事業
27補 蒲生郡日野町 有限会社かぎや菓子舗 伝統和菓子の革新的製造方式の確立
27補 彦根市 yamato株式会社 検査部門の測定精度向上と業務改善による営業力強化の推進
28補 高島市 株式会社密口精工 高精度製本機等に求められる複雑かつ多面加工の高精度・短納期化による価格競争力強化計画
28補 彦根市 株式会社パーツテック ＣＮＣ複合旋盤の導入によるバルブ部品の製造工程の短縮および品質の向上
29補 大津市 正和設計株式会社 ドローンとGNSS受信機を組合わせた構造物点検調査システムの構築
29補 栗東市 大一プレス工業株式会社 多様化する多品種少量生産に対応するための社内IoT化に向けた設備投資
30補 米原市 有限会社伊吹ハム 蛋白質の熱変性管理による、日本人が未体験の食感と加工食肉文化を創出
30補 近江八幡市 株式会社ホンマ 紙パック充填機の導入で滋賀県産100%・低温殺菌牛乳の新滋賀ブランド創出
R1補 東近江市 株式会社コバヤシ化成 複雑な発砲模型を成形する金型を使用した成形機導入による新規製品受注及び新規顧客開拓
R1補 彦根市 株式会社粋屋やす井 最新鋭うどん製麺機導入による生産性向上・品質高度化と通販・テイクアウト商品開発による販路開拓

【令和３年度 ものづくり補助金　成果事例集 掲載事業一覧】
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◆ 中央会事務局だより ◆

【指導課　松田課長補佐】
　中央会にお世話になって、”とき”の経過は早い
もので現役生活も残すところ秒読み段階に差し掛
かって参りました。この30年間、製造、建設、流
通とあらゆる業種を対象とした支援業務に携わら
せて頂きましたが、４年前からＢＣＰ（事業継続
計画）策定支援に関する業務も担当しております。
　このＢＣＰとは、いつ起こるかどうかも分からな
い災害リスク等を想定して、経営や組織が早期
に復旧出来るようにあらかじめ対応策や手順を定
めておく静脈的な経営計画の一部門なのですが、
10年前に発生した東日本大震災のあおりを受けて、
地球規模でのサプライチェーンがずたずたに寸断
されたことから、その必要性が叫ばれクローズアッ
プされたものだと認識しています。
　滋賀県中央会では、組合組織の社会的な存在
意義をアピールするためには、まずは市民生活に
なくてはならないライフライン関連業種（水道・
ガス・電気・一般廃棄物処理など）を支援対象

【振興課　北川課長補佐】
　振興課の北川でございます。2001年４月に入職
した当時、事務局は県庁内にあり、情報調査課
に配属され、景況調査や労働事情実態調査など
を担当しておりました。景況感をご報告いただい
ている委員の方の中には、当時から現在もなおご
報告いただいている方がおられ、長年のご協力に
ただただ敬服するばかりです。
　さて、現在、私は商店街振興組合の支援のほか、
中央会Webサイトの管理更新やメールマガジン
配信の担当をしております。
　行政では補助金事業の立案やセミナーの開催、
会員組合の皆様では事業の実施やイベントの開催
などにそれぞれ大変な労力をかけておられること
と思いますが、このことを皆様にお知らせし、橋
渡しする役目は地味に重要で、連携組織の支援
を担う中央会の一つの姿と思い、日々取り組んで
います。広く皆様にお知らせしたいことがありまし
たら、是非情報をお寄せいただきますよう、よろ
しくお願いいたします。
　ここしばらくはコロナ関連での施策情報がたく

とし、限られた予算の中でＢＣＰの新規策定ター
ゲットの主軸としてきた滋賀県内の地域管工事組
合の策定支援は、ここ数年で積極的に推進して参
りました。
　併せて、組合という組織のＢＣＰから組合員で
ある傘下の個別企業の経済産業省が全業種に対
して推し進める「事業継続力強化計画」の認定
取得に向けた支援も行っておりますので、長引く
コロナ禍の中、対応すべき経営課題は山積して
いますが、このＢＣＰにご興味のある経営者の皆
様からのご相談をお待ち申し上げておりますので、
お気軽にお声掛け頂きますようよろしくお願い致
します。

さん届くことなどから、どちらかと言えばWebサ
イトよりもメールマガジンでの発信が中心となって
おりますので、メールマガジン未登録の組合様は
是非ご登録いただきたいと思いますし、傘下組合
員様のご登録もお待ちしております。
　中央会Webサイトにおきましても、施策情報や
中央会事業のお知らせだけでなく、組合様のお知
らせを投稿していただくことができる機能を設け
ました。お知らせの投稿により、情報を閲覧され
る方がいらっしゃるだけでなく、リンクを作成する
ことで自サイトの評価を高めることにもつながりま
すので、是非ご活用ください。なお、投稿には登
録が必要ですので、北川までご連絡をお願いいた
します。
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中小企業団体情報連絡員報告より

令和３年 ９月分
前年同月比
のＤＩ値

県　　　内 全　　　国
全体 製造業 非製造業 全体 製造業 非製造業

業界の景況 －35.3 －26.7 －42.1 －33.2 －26.3 －38.5

売上高 －38.2 －26.7 －47.4 －21.7 －10.9 －29.7

収益状況 －47.1 －46.7 －47.4 －33.5 －27.2 －38.2

※DI（Diffusion Index）値とは、景気の動きをとらえるための指標です。（－100≦DI値≦100）
　DIの計算方法…増加・好転と答えた企業の割合－減少・悪化と答えた企業の割合
　【例：調査数「20」のうち好転が「４」、不変が「６」、悪化が「10」とした場合…（４－10）/20＊100＝－30】

（滋賀県内の景況DI値につきましては、県内34名の情報連絡員からの回答に基づき掲載しています。）

DI値が ＝30以上 ＝10以上30未満 ＝－10以上10未満 ＝－30以上－10未満 ＝－30未満

前年同月と比較した滋賀県内のDI値の推移

前年同月と比較した全国平均のDI値の推移

緊急事態宣言の解除に伴い各指数が一気に上昇に転じた。ただ、一部の業種では原材料・
輸送料の高騰による影響を大きく受けており、好転が継続するかは不透明である。

県内の
景況推移

全国の景況は一部で持ち直しの動きはあるものの、部品不足や原材料・ガソリン価格等の高
騰により景況感は低迷している。緊急事態宣言の解除後も景況は足踏み状態が続いている。

全国の
景況推移
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Answer

Question
教えて &Q A組合税務

相談室

税理士 山本 善通 氏

　当組合の職員である事務局長は、この度、理事として選任され、使用人兼務役
員となりました。この時期において、使用人であった期間の退職金を支給するこ
との可否について教えてください。
　また、さらに専務に昇進した場合はどうなりますか？

使用人兼務役員の退職金

【概要】
〈法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金〉
　法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金
として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。ただし、未
払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。

〈使用人兼務役員からさらに専務理事等に昇進した場合〉
　使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、
使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として
計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。ただし、その支給が次の
いずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。
　イ�　過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者（使用人であった期間が相当の期間である
ものに限ります。）であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていない
こと。

　ロ�　支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員
であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金と
して相当な金額であると認められること。（基通9-2-37）

【留意点】
　法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした
場合においては、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の
退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものに
ついては、その損金の額に算入することが認められます。
　イ　過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
　　�　この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規定を
制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支
給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しな
いこととしているときは、過去において、退職金を支給していないも
のとして取り扱われます。

　ロ�　支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額
を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算さ
れる退職金の額として相当な金額であること。（基通9-2-38）
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森下 正 先生による

明治大学政治経済学 教授

森下　正 氏アドバイス活性化
組合

働き方改革に資するための共同事業の再考

　働き方改革の目的は、働く人の置かれた事情に応じて、
多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く人がより良
い将来の展望を持てるようにするとされている。また、中
小企業の働き方改革は「魅力ある職場づくり」にあるとされ、
経営資源に限りのある中小企業は、自助努力だけで解決で
きないことも少なくない。

　とはいえ、働き方改革の中小企業による取組は進みつつ
ある。商工中金（2020）『中小企業の働き方改革に関する
実態調査』結果によると（表参照）、現在行っている取組
では「休暇取得の推進」が58.5％で最も多く、一方、今
後行いたい取組では「人事評価制度や賃金制度の変更」
が32.3％で最も多い。なお、現在と今後のいずれについて
も、20％以上となっている取組が多数ある。また、現在と
今後の合計が30％以上で、今後から現在を引いてプラスの
取組は「人事評価制度や賃金制度の変更」「従業員への
教育制度の拡充」「健康管理の充実」であった。なお、「勤
務時間インターバル制度」「フレックスタイム制」などは現
在と今後の合計が30％未満だが、「業務繁閑の調整」「在
宅勤務制度、テレワークなど、働く場の柔軟化」「外部（取
引先、顧客）の理解・協力を得る」は、現在より今後行
いたいとする割合が増える。
　以上のことから、中小企業と組合が働き方改革のために
取り組むべきことが見えてくる。つまり、「休暇取得の推進」
「残業時間削減の推進」など生産性向上を必要とする取
組、「健康管理の充実」「育児・介護中の従業員が働きや
すい制度や環境の整備」など福利厚生に関する取組、そし
て「在宅勤務制度、テレワークなど、働く場の柔軟化」「外
部の理解・協力を得る」など利害関係集団との調整を必
要とする取組である。

　まず生産性向上は、コストダウンに加え、高付加価値化
も必要で、いずれも中小企業が単独で実現することは容易
ではない。ちなみに、筆者の研究室が行った『中小企業
の経営実態に関する調査』（2020）によれば、組合に組合
員が今後期待する共同事業として、コストダウン関連は「共
同仕入・購入」21.5％が最も多く、次いで「共同生産・加工」

18.8％、「共同施設利用」18.5％であった。高付
加価値化の関連は「新製品・サービスの開発」
24.9％が最も多く、次いで「製品・サービスの品
質向上」22.5％、「地域・組合ブランドの創出」
20.2％であった。今後も、これらの組合事業に期
待する中小企業は少なくない。さらに、今後、活
用したい支援で生産性向上に関連する「生産性
向上・業務改善に関する支援」は48.6％、高付
加価値化に関連する「新規事業・製品開発に関
する支援」は49.7％と「製品・サービスのブラン
ド化支援」は36.2％であった。したがって、組合
はこうした支援策も活用しながら、中小企業が求
める生産性向上に資する共同事業を組合員に提
供することが求められよう。
　次に、福利厚生の充実で最も重要な点は、働
きやすい職場環境づくりにある。例えば、人材採
用難に陥っていた組合員11名の新潟県Ｓ団地組
合では、子供がいても安心して働ける職場を目指
して、2017年に保育専門事業者と連携で、組合
員とその従業員に調査を行った。これにより勤務
先付近に保育施設があれば継続勤務が可能な従

業員が多数存在することと、保育所の利用を希望する組合
員がいることもわかった。そこで、組合では団地内に保育
園を建設し、社会福祉法人に運営委託することで、18年春
に開園にこぎつけた。この事例は、子育て世帯の若い従業
員や就業希望者にとって、大変、魅力的な取組となった。
　最後に、利害関係集団との調整が最も難しい。しかし、
組合が組合員と仕入先や顧客との間に入ることで、利害関
係集団の理解と協力が得られる確率が高くなる。例えば、
取引先からの一方的な値引き要請や取引先所有物の保管
費用が徴収不可能などの課題を抱える中小企業は少なくな
い。そこで、組合員と取引関係にある事業者と組合が団体
協約を結んで取引条件の改善を図るのである。しかし、「取
引先等との団体協約」を共同事業として実施している組合
は少ない。したがって、取引関係で悩みを持つ組合員があ
る場合、組合が中央会や公正取引委員会に相談することか
ら始める必要があろう。
　働き方改革と一言でいうが、企業規模の大小に関わらず、
やるべきことに大差はない。働き方改革を成功させる条件
を概観しただけでも、一足飛びに実現できることではない。
だからこそ、中小企業は１者で悩みを抱えずに、組合を通
じた集団の力を生かして、一歩ずつ理想とする魅力ある職
場の姿に近づけていくことを、今から始めて欲しいのである。

取　組　内　容 現在
（n=3,633）

今後
（n=3,333）現在＋今後 今後−現在

休暇取得の推進 58.5 17.7 76.2 −40.8
残業時間削減の推進 42.4 21.0 63.4 −21.4
定年延長や廃止など、シニア層の活用 42.6 16.1 58.7 −26.5
健康管理の充実 26.8 27.5 54.3 0.7
人事評価制度や賃金制度の変更 12.6 32.3 44.9 19.7
IT機器・システムの導入 24.9 19.5 44.4 −5.4
労働時間管理の厳格化 22.4 20.9 43.3 −1.5
業務の標準化 23.3 19.4 42.7 −3.9
従業員への教育制度の拡充 14.3 28.4 42.7 14.1
1人の社員が複数の作業や役割を担当 24.6 17.9 42.5 −6.7
育児・介護中の従業員が働きやすい制度や環境の整備 25.3 10.9 36.2 −14.4
外国人材の受け入れ 19.6 14.6 34.2 −5.0
パートやアルバイトなど非正規雇用労働者の処遇改善 20.0 11.3 31.3 −8.7
業務の一部外注化 18.4 12.9 31.3 −5.5
フレックスタイム等、終業時間の管理の柔軟化 17.3 12.3 29.6 −5.0
業務繁閑の調整 9.5 15.7 25.2 6.2
外部（取引先、顧客）の理解・協力を得る 11.1 12.5 23.6 1.4
副業・兼業の容認 9.1 6.2 15.3 −2.9
在宅勤務制度、テレワークなど、働く場の柔軟化 4.6 7.7 12.3 3.1
勤務時間インターバル制度の導入 5.2 5.0 10.2 −0.2
その他 1.1 1.3 2.4 0.2

表　働き方改革関連の取組

注：現在と今後の合計でソート。
資料：�商工中金�産業調査部『中小企業の働き方改革に関する実態調査［2020年１月調査］』2020年４月15

日、６頁より作成。
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10

ご 案 内

▣ 会場 ▣ S08の対象
044 ： 国際経営情報専門学校（大津市） 中堅・ベテラン（申込時45歳以上）
045、058 ： ユウコム草津校（草津市） 45歳未満の方も受講できます。
上記以外 ： ポリテクセンター滋賀（大津市）

▣ 定員

▣ 申込方法等 各コース 15名（先着順）
「受講申込書」を当センターホームページから
ダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、 ▣ 受講料（おひとりさま）
ＦＡXまたはメールでお申し込みください。
 045、057 ： 2,200円（税込み）
（事業主の指示によらない個人受講はできません。） 上記以外 ： 3,300円（税込み）

▣ 受付期間
開講日2週間前まで。
定員を満たしていない場合は開講日1週間前まで。

換気等新型コロナウイルス感染拡大防止策を実施しています。受講の際は、マスク着用・体調管理等ご協力ください。


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　滋賀支部 

〒520-0856　滋賀県大津市光が丘町３－１３ 
（担当）　生産性センター業務課　　　TEL： ０７７－５３７－１１７６ 　  https://www3.jeed.go.jp/shiga/poly/

 　　 FAX： ０７７－５３７－１２１５ E-mail： shiga-seisan@jeed.go.jp（2021.4.1から）

開催日 コースNo コ ー ス 名 内　　容 実施機関

1/ 20 （木）045
表計算ソフトを活用した
業務改善（Excel初級）

基本操作／文書作成ソフトとの用
途の違い／ワークシート活用

株式会社ユウコム

2/ 10 （木）056
職場のリーダーに求められ
る統率力の向上

組織の管理／職場の生産性と統
率力／職場の情報伝達

2/
24 （木）

058
業務に役立つ表計算ソフト
の関数活用（Excel中級）

データの処理／関数の実務活用 株式会社ユウコム

2/ 18 （金）057
表計算ソフトを活用した
業務改善（Excel初級）

基本操作／文書作成ソフトとの用
途の違い／ワークシート活用

株式会社
東京ナレッジプラン

（水）017
管理者のための問題解決力
向上

組織の課題と対応策／問題の発見
と見える化／解決に向けた取組

25 （金）

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ創研株式会社

10 （金）
12/

9 （木）
043

相手に伝わる
プレゼン資料作成と提案

目的に合わせたスライド作成／
資料提案時のポイント

株式会社
東京ナレッジプラン

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ創研株式会社12/ 8

12/
16 （木）

044
表計算ソフトのマクロによる定
型業務の自動化（Excel上級）

マクロの基本知識／基本文法／
制御文法17 （金）

19 （水）018
業務効率向上のための時間
管理

タイムマネジメント手法／時間
管理とタスク管理

学校法人大津文化学園

ポリテクセンター滋賀　生産性向上人材育成支援センター

1/ 20 （木）S08
効果的なOJTの進め方と
指導法

人材育成のプロセス／OJTの進め方／
現場で活かせる実践的指導法

経営創研株式会社

株式会社日本能率協会
コンサルティング1/

内容よし！ 講師よし！ コスパよし！

✦生産管理、組織マネジメントなど貴社の生産性向上に

受講者数が１０名以上の場合は、貴社に

講師を派遣しての実施やカリキュラムの

カスタマイズもできます。

まずはご相談ください。

ポリテクセンター滋賀主催 生産性向上支援訓練
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資料提案時のポイント

株式会社
東京ナレッジプラン

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞ創研株式会社12/ 8

12/
16 （木）

044
表計算ソフトのマクロによる定
型業務の自動化（Excel上級）

マクロの基本知識／基本文法／
制御文法17 （金）

19 （水）018
業務効率向上のための時間
管理

タイムマネジメント手法／時間
管理とタスク管理

学校法人大津文化学園

ポリテクセンター滋賀　生産性向上人材育成支援センター

1/ 20 （木）S08
効果的なOJTの進め方と
指導法

人材育成のプロセス／OJTの進め方／
現場で活かせる実践的指導法

経営創研株式会社

株式会社日本能率協会
コンサルティング1/

内容よし！ 講師よし！ コスパよし！

✦生産管理、組織マネジメントなど貴社の生産性向上に

受講者数が１０名以上の場合は、貴社に

講師を派遣しての実施やカリキュラムの

カスタマイズもできます。

まずはご相談ください。

ポリテクセンター滋賀主催 生産性向上支援訓練

11

ご 案 内
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業界 et cetera

生活環境の保全、公衆衛生確保に向けた
全国でも初めての取り組み

滋賀県環境整備事業協同組合

　滋賀県環境整備事業協同組合（理事長 権田五雄 氏）
では、令和３年１月に「災害および感染症発生時における
一般廃棄物処理の収集運搬等の支援に関する協定」を滋
賀県と締結されました。この協定は平成16年に締結された
災害時の支援に関する協定を補完するもので、これにより
大規模災害の発生に加えて新型コロナウイルスなどの感染
症拡大時においても、一般廃棄物収集運搬を行う事業者
の事業継続が困難となった場合は、組合が代行の人員や
車両を手配することで行政サービスの維持が継続されます。
　さらに、組合では阪神淡路大震災や東日本大震災の際、
現場で災害支援を行った経験から、常日頃より市町と連携
して支援体制について協議することが災害等発生時の迅速
な初動対応を可能にすることから、昨年より市町（一部行
政組合単位）、組合、地元業者の三者での協定というかた
ちで、合計６市６町と個別に災害等発生時の支援協定を
締結されました。今後も引き続き全県をカバーできるよう
取り組みを推進される予定です。
　組合が、滋賀県及び各市町とそれぞれ協定を締結するこ
とにより、滋賀県との協定では、災害等が広範囲におよぶ
場合の調整や感染症発生時に感染症部局が協議に参加す
ることが示され、市町との協定では、常日頃から支援体制
について協議をすることにより、迅速な初動対応が可能と
なり災害等発生時における協定の実行性が担保されました。
　大規模災害や感染症発生時こそ、生活環境の保全や公
衆衛生の確保が求められることが想定されますが、感染症
発生時を含めた行政サービス維持を目的とした協定締結は
全国でも例がなく、滋賀県では業界組合を中心に先進的
な取り組みが進められています。今後は、この協定の実効
性をより高めていくために、関係部署との定期的な協議や、
非常時に他のエリアをカバーするために各事業者の物理的
な備えがどの程度必要となるか官民が認識を一にして備え
ていくことが求められています。

令和３年１月滋賀県と協定締結

令和３年８月彦根市と協定締結

令和３年９月近江八幡市と協定締結

令和２年10月甲賀市と協定締結

令和３年９月草津市と協定締結

今回の業界et ceteraは全国でも先進的な取り組みを進める
２組合を紹介します。
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県内産小麦100％学校給食用パンの導入
全国でも先進的な取り組み

滋賀県学校給食協同組合

　滋賀県学校給食協同組合（理事長 辻井孝裕 氏）では、
10月12日㈫大津市　琵琶湖ホテルにて、「滋賀県学校給食
用【滋賀県産小麦粉100％】導入事業」に係る事業者選
定会を開催されました。この取り組みは、現在、外国産小
麦80％、滋賀県産小麦20％の割合で製造されている県内
の学校給食用パンが、令和４年度から滋賀県産小麦100％
に切り替わることに伴い、事業に参画する製粉業者を審査
し選定することを目的としています。
　今回の選定会には、滋賀県産小麦を100％使用した食パ
ンとコッペパンのそれぞれ６種類が用意され、主に学校関
係者から構成される11名の審査委員と３名のオブザーバー
により試食審査が行われました。この試食審査と事前に各
製粉業者から提出された書類審査の結果を踏まえて製粉を
委託する業者が選定されることになります。
　従来、小麦は、冷涼乾燥な気候の地域が栽培に適して
いるとされ、国内で流通している小麦は大半が輸入小麦で
した。しかし近年、北海道を中心とする国内小麦の品種改
良により国内小麦も製パン用として広く流通するようになり
ました。そこで、組合では製パンに適した県内産小麦の栽
培を目指し、県内の小麦の生産者と品種選定から検討を
重ね５年間のテスト栽培を経て、この度学校給食用パンを
100％県内産小麦で製造することを実現させました。
　滋賀県産の小麦は、独特の「モッチリ感」や「しっとり
感」、素材の甘さが感じられる美味しいパンに焼きあがるた
め、試食審査でも高い評価をいただきました。
　組合では、学校給食をベースにしたパンの地産地消を

「滋賀モデル」として今後、県内の農業の活性化、地域
の食の安全・安心につなげていく方針です。

理事長 辻井孝裕 氏

試食審査の様子

会場の様子マスコミの取材を受ける辻井理事長

審査会で試食された食パン・コッペパン

　滋賀県製麺工業協同組合（理事長 冨江彦仁 氏）では、
組合が開発したオリジナル麺「近江生パスタ　湖国そだち」
をＰＲするため、これまで県内各地のシェフとコラボしてキャ
ンペーンを実施してこられました。第4回目となる今回は、
甲賀市内２店舗のシェフに生パスタのもちもち感や弾力の
ある食感を活かしたオリジナルメニューを開発してもらい、
１カ月半に渡り店舗で提供していただきました。10月８日
㈮には、このコラボフェアの一環として生パスタの提供にご
協力いただいている甲賀市「ラ・マンチャ」にて試食会が
開催されました。試食会には、甲賀市の岩永市長も参加し、
オーナーシェフ北川氏が調理したオリジナルメニューを試
食されました。組合では、この「近江生パスタ　湖国そだち」
を組合産ブランド麺として近江牛や近江米のように滋賀を
代表する産品になってほしいと、その魅力の発信と認知度
向上に取り組んでおられます。

　湖東繊維工業協同組合（理事長　大橋富美夫 氏）では、
近江の麻、近江ちぢみを発信する産地ショップ麻香　近江
八幡店にて「近江の麻×松阪もめんコラボレーション製品
展示販売会」を10月20日㈬から11月21日㈰までの１カ月間
開催されました。これは、三重県の松阪もめんセンターと
2015年以来２度目となるコラボイベントで、同じ天然素材
の松阪もめんと近江の麻をコラボさせた製品を展示販売す
ることで、地場産品のブランド力やショップの発信力を高め
ることを目的とされています。展示販売会では、経糸に松
阪もめん、緯糸に近江の麻を織り込んだ手織りストールが
コラボ作品として登場し限定販売されました。組合では今
後、この産地ショップの充実を図るとともにホームページ
にECサイトを立ち上げ、さらなる販路拡大を目指される予
定です。詳しくは組合ホームページをご覧
ください。
https://www.kotosen.com/

（ECサイトは12月中旬から販売開始予定）

試食会に参加された甲賀市 岩永市長

近江生パスタを使用したオリジナルメニュー

松阪もめんとのコラボストール

産地ショップ麻香

～地域経済活性化事業補助金　活用事例～

滋賀県製麺工業協同組合
組合の共同販売事業の強化を目指した事例を紹介します。

湖東繊維工業協同組合

滋賀県産小麦を使用した組合ブランド麺
販路開拓のためのPR事業

ブランド力強化と販路の拡大
組合産地ショップの運用
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